
介護保険サービス事業所の指定取消処分について 

 

 介護保険法第77条の規定に基づき、合同会社楽楽が経営する下記事業所の指定を取

消しました。 

 

記 

 
１ 事業所等の概要 

法人名 合同会社楽楽
らくらく

（代表社員 下村
しもむら

 聡
さとし

） 

事業所名 楽楽リハトレスタジオ 

所在地 小野市敷地町1602番地の３ 

事業種別 通所介護 

指定年月日 令和元年７月１日 

 

２ 処分内容    指定取消処分 

 

３ 指定取消日   令和２年９月30日 

 

４ 処分理由 

（１）虚偽申請（介護保険法第77条第１項第９号該当） 

勤務させる見込みがない職員（介護職員、生活相談員）を記載した虚偽の書類 

を提出することにより、不正に指定を受けた。 

（２）不正請求（介護保険法第77条第１項第６号該当） 

ア 令和元年７月の新規指定時から令和２年５月までの間、通所介護費に係る 

加算（個別機能訓練加算Ⅰ）について、算定要件を満たさないにもかかわら 

ず、不正に請求し、受領した。 

イ 令和元年７月から必要な員数の看護職員を配置していなかったにもかかわ 

らず、令和元年８月から令和２年５月までの間、人員基準欠如に係る減算を 

行うことなく満額の介護給付費を不正に請求し、受領した。 

（３）人員基準欠如（介護保険法第77条第１項第３号該当） 

ア 少なくとも令和元年７月から令和２年４月までの間、必要な員数の生活相 

談員を配置することなくサービスを提供した。 

イ 令和元年７月から令和２年７月までの間、必要な員数の看護職員を配置す 

ることなくサービスを提供した。 

（４）虚偽答弁（介護保険法第77条第１項第８号該当） 

令和２年６月18日に実施した法人代表者への聴取において、実際には事業所 

へ勤務させる見込みもなく雇用契約の締結もしていない者について「令和元年 

11月から生活相談員兼介護職員として週１回来てもらえることとなり雇用契約 

を結んだが、勤務直前に断られた。」と虚偽の答弁を行った。 

（５）不正又は著しく不当な行為（介護保険法第77条第１項第11号該当） 

ア 令和元年９月25日に実施した実地指導において、虚偽の勤務表及び出勤簿 

を提示した。 

イ 令和２年６月５日の実地指導実施後、６月11日に虚偽の給与一覧表及び労 

働契約書を提出した。 

  ※ 返還額 2,006,465円（加算金除く） 


